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 Ⅴ-1 説明書  

  Ⅴ-1-1 各発電用原子炉施設に共通の説明書 

   Ⅴ-1-1-5 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

    Ⅴ-1-1-5-7 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書（原子炉格納施設） 

     

 Ⅴ-5 図面  

8.3.5.1 非常用ガス処理系 

・第 8-3-5-1-1-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）に係る機器の配置を明示した図面（その 1） 

・第 8-3-5-1-1-2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）に係る機器の配置を明示した図面（その 2） 

・第 8-3-5-1-1-3 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）に係る機器の配置を明示した図面（その 3） 

・第 8-3-5-1-1-4 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）に係る機器の配置を明示した図面（その 4） 

・第 8-3-5-1-1-5 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）に係る機器の配置を明示した図面（その 5） 

・第 8-3-5-1-2-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 1） 

・第 8-3-5-1-2-2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 2） 

・第 8-3-5-1-2-3 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）に係る主配管の配置を明示した図面（その 3） 

・第 8-3-5-1-3-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）の系統図（その 1）（設計基準対象施設） 

・第 8-3-5-1-3-2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）の系統図（その 2）（重大事故等対処設備） 

・第 8-3-5-1-4-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス



処理系）の構造図 非常用ガス処理系乾燥装置 

・第 8-3-5-1-4-2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）の構造図 非常用ガス処理系排風機 

・第 8-3-5-1-4-3 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性

物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス

処理系）の構造図 非常用ガス処理系フィルタ装置 
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4.4 放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備 

4.4.1 非常用ガス処理系   

4.4.1.1 加熱器   

名 称 非常用ガス処理系乾燥装置 

容 量 ― ― 

最 高 使 用 圧 力 kPa 14 

最 高 使 用 温 度 ℃ 120 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

非常用ガス処理系乾燥装置は，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原

子炉格納容器等から漏えいした放射性物質からよう素を除去し，環境に放出される核分裂生成物

を減少させるために設置する非常用ガス処理系フィルタ装置の湿分による効率低下を防止する

ために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使用する非常用ガス処理系乾燥装置は，

以下の機能を有する。 

 

 非常用ガス処理系乾燥装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が原子炉制

御室にとどまるために設置する。 

 系統構成は，非常用ガス処理系乾燥装置を流路として，非常用ガス処理系排風機により原子炉

建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉建屋

原子炉区域（二次格納施設）内に漏えいした放射性物質を含む気体を主排気筒（内筒）から排気

することで，中央制御室の運転員の被ばくを低減することができる設計とする。 

 

1. 最高使用圧力 
設計基準対象施設の原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備として使用する

非常用ガス処理系乾燥装置の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系不活性ガス配管合流

部～非常用ガス処理系乾燥装置」の最高使用圧力と同じ 14kPa とする。 

 

非常用ガス処理系乾燥装置を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，14kPa とする。 
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2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する非常用ガス処理系乾燥装置の最高使用温度は，非常用ガス

処理系乾燥装置の入口温度に乾燥装置内での温度上昇を基に設定する。 

非常用ガス処理系乾燥装置の入口温度を原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）の原子炉格

納容器外の最高雰囲気温度 66℃に余裕をとり大気圧の飽和温度である 100℃とし，乾燥装置内

の温度上昇を計算値約 8℃に余裕をみて 20℃とし，上流の最高使用温度に加え 120℃とする。 

 

非常用ガス処理系乾燥装置を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，120℃とする。 

 

3. 個数 

非常用ガス処理系乾燥装置は，設計基準対象施設として放射性よう素・粒子状放射性物質が

直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維持

するために必要な個数として A系，B系にそれぞれ 1個設置し，合計 2個設置する。 

 

非常用ガス処理系乾燥装置は，設計基準対象施設として 2個設置しているものを重大事故等

対処設備として使用する。 
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4.4.1.2 主配管 

名 称 

原子炉建屋原子炉区域 

～ 

非常用ガス処理系不活性ガス配管合流部 

最 高 使 用 圧 力 kPa 14 

最 高 使 用 温 度 ℃ 100 

外 径 ㎜ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，原子炉建屋原子炉区域と非常用ガス処理系不活性ガス配管合流部を接続する配管で

あり，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建屋原子炉区域（二次

格納施設）内の空気を非常用ガス処理系フィルタ装置に通し，排気中の放射性よう素・粒子状放

射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負

圧に維持するために設置する。 

  

 重大事故等対処設備としては，非常用ガス処理系により原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）

内の放射性物質を含む気体を主排気筒（内筒）から排気するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器からの吸込配管

が接続するため，原子炉格納容器隔離弁閉鎖圧力と同じ 14kPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，14kPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，原子炉建屋原子炉区域（二次格

納施設）の原子炉格納容器外の最高雰囲気温度 66℃に余裕をとり大気圧の飽和温度である

100℃とする。 

  

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，100℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガス
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処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が

設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社

内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，

267.4mm とする。 
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名 称 

非常用ガス処理系不活性ガス配管合流部 

～ 

非常用ガス処理系乾燥装置 

最 高 使 用 圧 力 kPa 14 

最 高 使 用 温 度 ℃ 100 

外 径 ㎜ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，非常用ガス処理系不活性ガス配管合流部と非常用ガス処理系乾燥装置を接続する配

管であり，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建屋原子炉区域（二

次格納施設）内の空気を非常用ガス処理系フィルタ装置に通し，排気中の放射性よう素・粒子状

放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を

負圧に維持するために設置する。 

 

 重大事故等対処設備としては，非常用ガス処理系により原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）

内の放射性物質を含む気体を主排気筒（内筒）から排気するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器からの吸込配管

が接続するため，原子炉格納容器隔離弁閉鎖圧力と同じ 14kPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，14kPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，原子炉建屋原子炉区域（二次格

納施設）の原子炉格納容器外の最高雰囲気温度 66℃に余裕をとり大気圧の飽和温度である

100℃とする。 

  

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，100℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガス

処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が
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設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社

内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，

267.4mm とする。 
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名 称 

非常用ガス処理系乾燥装置 

～ 

非常用ガス処理系排風機 

最 高 使 用 圧 力 kPa 14 

最 高 使 用 温 度 ℃ 120 

外 径 ㎜ 267.4，  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，非常用ガス処理系乾燥装置と非常用ガス処理系排風機を接続する配管であり，設計

基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）

内の空気を非常用ガス処理系フィルタ装置に通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が

直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維持す

るために設置する。 

 

重大事故等対処設備としては，非常用ガス処理系により原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）

内の放射性物質を含む気体を主排気筒（内筒）から排気するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，原子炉格納容器からの吸込配管

が接続するため，原子炉格納容器隔離弁閉鎖圧力と同じ 14kPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，14kPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，非常用ガス処理系乾燥装置の入

口温度に乾燥装置内での温度上昇を基に設定する。 

非常用ガス処理系乾燥装置の入口温度を原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）の格納容器

外の最高雰囲気温度 66℃に余裕をとり大気圧の飽和温度である 100℃とし，乾燥装置内の温度

上昇を計算値約 8℃に余裕をみて 20℃とし，上流の最高使用温度に加え 120℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，120℃とする。 
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3. 外径 

3.1 外径 267.4mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容

量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メ

ーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様

で設計し，267.4mm とする。 

 

3.2 外径  mm 

   伸縮継手の外径。本継手を重大事故等において使用する場合の外径は，250A の管と接続す

るため，施工性及びメーカ仕様に基づいて選定し，  mm とする。 
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名 称 

非常用ガス処理系排風機 

～ 

非常用ガス処理系フィルタ装置 

最 高 使 用 圧 力 kPa 25 

最 高 使 用 温 度 ℃ 150 

外 径 ㎜ 267.4，  

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，非常用ガス処理系排風機と非常用ガス処理系フィルタ装置を接続する配管であり，

設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建屋原子炉区域（二次格納施

設）内の空気を非常用ガス処理系フィルタ装置に通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物

質が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維

持するために設置する。 

 

重大事故等対処設備としては，非常用ガス処理系により原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）

内の放射性物質を含む気体を主排気筒（内筒）から排気するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，非常用ガス処理系排風機への押

込圧力と排風機最大静圧を基に設定する。 

非常用ガス処理系排風機への押込圧力を主配管「非常用ガス処理系乾燥装置～非常用ガス処

理系排風機」の最高使用圧力である 14kPa とし，排風機の静圧を予想性能曲線上の最大静圧約

7.8kPa に余裕をとって 9kPa とし，これらの合計である 23kPa に余裕をみて 25kPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，25kPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，非常用ガス処理系排風機の入口

温度と排風機による温度上昇を基に設定する。 

非常用ガス処理系排風機の入口温度を主配管「非常用ガス処理系乾燥装置～非常用ガス処理

系排風機」の最高使用温度である 120℃とし，排風機による温度上昇を計算値約 7℃に余裕をみ

て 20℃とし，これらの合計である 140℃を上回る 150℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法
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であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，150℃とする。 

 

3. 外径 

3.1 外径 267.4mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容

量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メ

ーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様

で設計し，267.4mm とする。 

 

3.2 外径  mm 

   伸縮継手の外径。本継手を重大事故等において使用する場合の外径は，250A の管と接続す

るため，施工性及びメーカ仕様に基づいて選定し，  mm とする。 
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名 称 

非常用ガス処理系フィルタ装置 

～ 

T22-F004A,B 

最 高 使 用 圧 力 kPa 25 

最 高 使 用 温 度 ℃ 150 

外 径 ㎜ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，非常用ガス処理系フィルタ装置と T22-F004A,B を接続する配管であり，設計基準対

象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内の空

気を非常用ガス処理系フィルタ装置に通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大

気へ放出されることを防止し，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維持するため

に設置する。 

 

重大事故等対処設備としては，非常用ガス処理系により原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）

内の放射性物質を含む気体を主排気筒（内筒）から排気するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系排風

機～非常用ガス処理系フィルタ装置」の最高使用圧力と同じ 25kPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，25kPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理系排風

機～非常用ガス処理系フィルタ装置」の最高使用温度と同じ 150℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，150℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガス

処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が

設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社



240 

K
7
 
①
 Ⅴ

-
1-
1
-
5-
7
 
R0
 

内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，

267.4mm とする。 
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名 称 

T22-F004A,B 

～ 

非常用ガス処理系窒素パージライン(A)合流部及び非常用ガス処

理系窒素パージライン(B)合流部 

最 高 使 用 圧 力 kPa 25 

最 高 使 用 温 度 ℃ 150 

外 径 ㎜ 267.4 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

 本配管は，T22-F004A,B と非常用ガス処理系窒素パージライン(A)合流部及び非常用ガス処理系

窒素パージライン(B)合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として，放射性物質の放出

を伴う事故時に原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内の空気を非常用ガス処理系フィルタ装

置に通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，原

子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

  

 重大事故等対処設備としては，非常用ガス処理系により原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）

内の放射性物質を含む気体を主排気筒（内筒）から排気するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系排風

機～非常用ガス処理系フィルタ装置」の最高使用圧力と同じ 25kPa とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，25kPa とする。 

 

2. 最高使用温度 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理系排風

機～非常用ガス処理系フィルタ装置」の最高使用温度と同じ 150℃とする。 

 

本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様の使用方法

であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，150℃とする。 

 

3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガス

処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が

設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社

内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し，

267.4mm とする。 
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名 称 

非常用ガス処理系窒素パージライン(A)合流部及び 

非常用ガス処理系窒素パージライン(B)合流部 

～ 

耐圧強化ベントライン合流部 

最 高 使 用 圧 力 kPa 25，620 

最 高 使 用 温 度 ℃ 150，171 

外 径 ㎜ 46.0，267.4，318.5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，非常用ガス処理系窒素パージライン(A)合流部及び非常用ガス処理系窒素パージライ

ン(B)合流部と耐圧強化ベントライン合流部を接続する配管であり，設計基準対象施設として，放

射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内の空気を非常用ガス処理

系フィルタ装置に通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを

防止し，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。 

  

重大事故等対処設備としては，耐圧強化ベント系の系統内に窒素を供給するため及び非常用ガ

ス処理系により原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内の放射性物質を含む気体を主排気筒（内

筒）から排気するために設置する。 

 

 

1. 最高使用圧力 

1.1 最高使用圧力 25kPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系排

風機～非常用ガス処理系フィルタ装置」の最高使用圧力と同じ 25kPa とする。 

 

1.2 最高使用圧力 620kPa 
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の使用圧力（内圧）と同じ 620kPa とする。 
 

2. 最高使用温度 

2.1 最高使用温度 150℃ 
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理系排

風機～非常用ガス処理系フィルタ装置」の最高使用温度と同じ 150℃とする。 

 

2.2 最高使用温度 171℃ 
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時に耐圧強化ベント系

を使用する場合の原子炉格納容器の温度が 171℃以下となることを考慮し，171℃とする。 
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3. 外径 

 3.1 外径 267.4mm 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガ

ス処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容

量が設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メ

ーカ社内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様

で設計し，267.4 ㎜とする。 

 

3.2 外径 318.5mm 

   継手の外径。本継手を重大事故当時において使用する場合の外径は，300A の管と接続する

ため，接続する管の外径と同じとし，318.5mm とする。 

 

3.3 外径 46.0mm 

管台の外径。本管台を重大事故等時において使用する場合の外径は，25A の差込み式の管

と接続するため，接続する管の外径を踏まえ，46.0 ㎜とする。 
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名 称 

耐圧強化ベントライン合流部 

～ 

主排気筒 

最 高 使 用 圧 力 kPa 25，620 

最 高 使 用 温 度 ℃ 150，171 

外 径 ㎜ 318.5 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

本配管は，耐圧強化ベントライン合流部から主排気筒を接続する配管であり，設計基準対象施

設として，放射性物質の放出を伴う事故時に原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内の空気を

非常用ガス処理系フィルタ装置に通し，排気中の放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ

放出されることを防止し，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維持するために設

置する。 

 

重大事故等対処設備としては，原子炉格納容器内の蒸気及び非凝縮性ガスを耐圧強化ベント系

を経由して外部に放出するため及び非常用ガス処理系により原子炉建屋原子炉区域（二次格納施

設）内の放射性物質を含む気体を主排気筒（内筒）から排気するために設置する。 

 

1. 最高使用圧力 

1.1 最高使用圧力 25kPa 

設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用圧力は，主配管「非常用ガス処理系排

風機～非常用ガス処理系フィルタ装置」の最高使用圧力と同じ 25kPa とする。 

 

1.2 最高使用圧力 620kPa 
本配管を重大事故等時において使用する場合の圧力は，重大事故等時における原子炉格納

容器の使用圧力（内圧）と同じ 620kPa とする。 
 

2. 最高使用温度 

2.1 最高使用温度 150℃ 
設計基準対象施設として使用する本配管の最高使用温度は，主配管「非常用ガス処理系排

風機～非常用ガス処理系フィルタ装置」の最高使用温度と同じ 150℃とする。 
                    

2.2 最高使用温度 171℃ 
本配管を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等時における主配管「非

常用ガス処理系窒素パージライン(A)合流部及び非常用ガス処理系窒素パージライン(B)合

流部～耐圧強化ベントライン合流部」の使用温度と同じ 171℃とする。 
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3. 外径 

本配管を重大事故等時において使用する場合の外径は，重大事故等時に使用する非常用ガス

処理系の容量を基に設定しており，重大事故等時に使用する非常用ガス処理系排風機の容量が

設計基準対象施設として使用する場合の容量と同仕様であるため，本配管の外径は，メーカ社

内基準に基づき定めた標準流速を考慮し選定した設計基準対象施設の外径と同仕様で設計し， 

318.5mm とする。 
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4.4.1.3 排風機 

名 称 非常用ガス処理系排風機 

容 量 m3/h/個  以上（2000） 

原 動 機 出 力 kW/個  

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】  

（概要） 

・設計基準対象施設 

非常用ガス処理系排風機は，設計基準対象施設として，放射性物質の放出を伴う事故時に放射

性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建屋原子炉区域（二

次格納施設）内を負圧に維持するために設置する。また，非常用ガス処理系排風機は，工学的安

全施設作動回路からの信号により，自動的に常用の換気空調系が閉止されるとともに起動し，原

子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を 63Pa の負圧に保ち，原子炉建屋原子炉区域（二次格納

施設）空間容積の 50％を 1日で処理する能力を持ち，非常用所内電源に接続し，外部電源喪失時

でも運転制御が可能な設計とする。 

 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使用する非常用ガス処理系排風機は，以

下の機能を有する。 

 

 非常用ガス処理系排風機は，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が原子炉制御

室にとどまるために設置する。 

 系統構成は，炉心の著しい損傷の発生時に原子炉格納容器から原子炉建屋原子炉区域（二次格

納施設）内に放射性物質を含む気体が漏えいした場合において，原子炉建屋原子炉区域（二次格

納施設）内を負圧に維持するとともに，主排気筒（内筒）を通して原子炉建屋外に排気すること

で，運転員の被ばくを低減することができる設計とする。 

 

1. 容量 

設計基準対象施設として使用する非常用ガス処理系排風機の容量は，原子炉建屋原子炉区域

（二次格納施設）内を負圧に保ち，原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）の空間容積（間仕

切壁，機器，配管の容積を除いた値）を 50%/d で処理できる容量  m3/h 並びに原子炉格納

容器からの漏えい量  m3/h を処理できる容量とし，  m3/h/個以上とする。 

 

非常用ガス処理系排風機を重大事故等時に使用する場合の容量は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，  m3/h/個以上とする。 

 

公称値については要求される容量以上である 2000m3/h/個とする。 
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2. 原動機出力 

設計基準対象施設として使用する非常用ガス処理系排風機の原動機出力は，風量が 2000m3/h

時の軸動力を基に設定する。 
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ηＴ 100⁄   ・・・
Ｐ

Ｓ2

Ｐ
Ｓ1

＞1.03 のとき 

 

Ｌ＝
Ｌ

Ｔ

ηT 100⁄ ＝

Ｑ
1

6×104
× Ｐ

Ｓ2
－Ｐ

Ｓ1
＋ Ｐ

ｄ2
－Ｐ

ｄ1

ηT 100⁄ ・・・
Ｐ

S2

Ｐ
S1

≦1.03 のとき 

 

（引用文献：日本工業規格 ＪＩＳ Ｂ ８３３０(2000) 「送風機の試験及び検査方法」） 

 

Ｌ :軸動力(kW)  
Ｌ

Ｔ
∶全圧空気動力(kW)  

κ :比熱比              = 1.40  
Ｑ  ∶吸込空気量 m3 min⁄         = 2000/60  
Ｐ :吐出し口送風機絶対全圧(Pa[abs])      ＝   

Ｐ
Ｔ

:吸込口送風機絶対全圧(Pa[abs])     ＝   

Ｐ
Ｓ

:吐出し口送風機絶対静圧(Pa[abs])    ＝   

Ｐ
Ｓ

:吸込口送風機絶対静圧(Pa[abs])    ＝   

Ｐ
ｄ

:吐出し口動圧(Pa)        ＝  

Ｐ
ｄ

:吸込口動圧(Pa)         ＝  

ηＴ :全圧効率 ％ 設計計画値      ＝  

 

Ｐ
Ｓ2

Ｐ
Ｓ1

＝   ＞1.03 より 
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Ｌ＝

1.40

1.40－1
×

  × 2000
60

6×104
×

  
  

1.40-1
1.40

－1

 100⁄ ＝  

            ≒    kW 
  

上記から，非常用ガス処理系排風機の原動機出力は，軸動力  kW を上回る出力とし，  

kW/個とする。 

 

非常用ガス処理系排風機を重大事故等時において使用する場合の軸動力は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，  kW/個とする。 

 

 

3. 個数 

非常用ガス処理系排風機（原動機含む。）は，設計基準対象施設として放射性物質の放出を伴

う事故時に放射性よう素・粒子状放射性物質が直接大気へ放出されることを防止し，原子炉建

屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維持するために必要な個数として A 系，B 系のそれ

ぞれに 1個設置し，合計 2個設置する。 

 

非常用ガス処理系排風機（原動機含む。）は，設計基準対象施設として 2個設置しているもの

を重大事故等対処設備として使用する。 
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4.4.1.4 フィルター（公衆の放射線障害の防止を目的として設置するものに限る。） 

名 称 非常用ガス処理系フィルタ装置 

効 率 ― ― 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概要） 

・設計基準対象施設 

 非常用ガス処理系フィルタ装置は，設計基準対象施設として放射性物質の放出を伴う事故時に

放射性よう素・粒子状放射性物質を除去低減するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

 重大事故等時に原子炉格納施設のうち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備

並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）として使用する非常用ガス処理系フィルタ装置

は，以下の機能を有する。 

  

 非常用ガス処理系フィルタ装置は，炉心の著しい損傷が発生した場合においても運転員が原子

炉制御室にとどまるために設置する。 

系統構成は，非常用ガス処理系フィルタ装置を流路として，非常用ガス処理系排風機により原

子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内を負圧に維持するとともに，原子炉格納容器から原子炉

建屋原子炉区域（二次格納施設）内に漏えいした放射性物質を含む気体を主排気筒（内筒）から

排気することで，中央制御室の運転員の被ばくを低減することができる設計とする。 

 

1. 個数 

非常用ガス処理系フィルタ装置は，設計基準対象施設として原子炉冷却材喪失時に原子炉格

納容器から原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内に漏えいした放射性よう素・粒子状核分

裂生成物及び燃料集合体の落下時に原子炉建屋原子炉区域（二次格納施設）内に放出された放

射性よう素・粒子状核分裂生成物を除去するために 1個設置する。 

 

非常用ガス処理系フィルタ装置は，設計基準対象施設として 1個設置しているものを重大事

故等対処設備として使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 











工事計画認可申請

柏崎刈羽原子力発電所第７号機

東京電力ホールディングス株式会社

名

称

主排気筒

第8-3-5-1-1-5図

原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他

の安全設備のうち放射性物質濃度制御設備

及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容

器再循環設備（非常用ガス処理系）に係る機

器の配置を明示した図面（その5）

9509
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第 8-3-5-1-2-1～3 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）に係る主配管の配置を明示した図面 

別紙 1 

工事計画抜粋 

変  更  前＊1 変  更  後 

NO.＊17 
名     称 

最高使用 

圧 力 

(kPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名     称 

最高使用 

圧 力 

(kPa) 

最 高 使 用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

非 
 

常 
 

用 
 

ガ 
 

ス 
 

処 
 

理 
 

系 

＊2 
原子炉建屋原子炉区域 

～ 

非常用ガス処理系 

不活性ガス配管合流部 
 

14＊3 100 267.4＊4 9.3＊4 STPT410＊5 

非 
 

常 
 

用 
 

ガ 
 

ス 
 

処 
 

理 
 

系 

変更なし 

変更なし 1 

― 14＊6 100＊6 

＊4, ＊7 
 267.4 

/267.4 

/267.4 
 

＊4, ＊7 

 9.3 

/9.3 

/9.3 
 

STPT410＊7 2 

＊4, ＊7, ＊8 
267.4 

 

＊4, ＊7, ＊8 
9.3 

 

＊7, ＊8 
STPT410 

 

3 

＊2 
非常用ガス処理系 

不活性ガス配管合流部 

～ 

非常用ガス処理系乾燥装置 
 

― 

変更なし 

14＊6 100＊6 

＊4, ＊7 
 267.4 

/267.4 

/― 
 

＊4, ＊7 

 9.3 

/9.3 

/― 
 

STPT410＊7 4 

14＊3 100 267.4＊4 9.3＊4 STPT410＊5 変更なし 5 

― 14＊6 100＊6 

＊4, ＊7 
 267.4 

/267.4 

/267.4 
 

＊4, ＊7 

 9.3 

/9.3 

/9.3 
 

STPT410＊7
 6 

＊4, ＊7, ＊8 

267.4 
 

＊4, ＊7, ＊8 

9.3 
 

＊7, ＊8 

STPT410 
 

7 

非常用ガス処理系乾燥装置 

 14＊3 120 
267.4＊4  ＊9(9.0＊4) SM400B ＊10 

―＊11 
― 

＊4, ＊12 

1700×1300  ＊9(9.0＊4) SM400B ＊10 ― 

＊9 
非常用ガス処理系乾燥装置 

～ 

非常用ガス処理系排風機 
 

14 120 

267.4＊4 9.3＊4 SUS304TP 

変更なし 

8 

 ＊4  (  ＊4) SUS304 9 

非常用ガス処理系排風機 

～ 

非常用ガス処理系フィルタ装置 
 

25＊3 150 267.4＊4 9.3＊4 STPT410＊5 

変更なし 

変更なし 10 

― 25＊6 150＊6 

＊4, ＊7, ＊8 
267.4 

 

＊4, ＊7, ＊8 

9.3 
 

＊7, ＊8 

STPT410 
 

11 

＊4, ＊7 

 267.4 

/267.4 

/267.4 
 

＊4, ＊7 

 9.3 

/9.3 

/9.3 
 

STPT410＊7 12 

25＊3 150 

267.4＊4, ＊9 9.3＊4, ＊9 SUS304TP ＊9 

変更なし 

13 

＊4, ＊9 
＊9 

 (  ＊4) 

 

SUS304 ＊9 14 

非常用ガス処理系フィルタ装置 

 25＊3 150 

267.4＊4  ＊9(9.0＊4) SM400B ＊10 

―＊11 

― 

＊4, ＊13 

1700×1600  ＊9(9.0＊4) SM400B ＊10 ― 
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変  更  前＊1 変  更  後 

NO.＊17 
名   称 

最高使用 

圧 力 

(kPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 名   称 

最高使用 

圧 力 

(kPa) 

最高使用 

温 度 

(℃) 

外 径 

(mm) 

厚 さ 

(mm) 
材 料 

非 
 

常 
 

用 
 

ガ 
 

ス 
 

処 
 

理 
 

系 

＊14 

非常用ガス処理系フィルタ装置 

～ 

T22-F004A,B 
 

25＊3 150 267.4＊4 9.3＊4 STPT410＊5 

非 
 

常 
 

用 
 

ガ 
 

ス 
 

処 
 

理 
 

系 

変更なし 

変更なし 15 

― 25＊6 150＊6 

＊4, ＊7 

 267.4 

/267.4 

/267.4 
 

＊4, ＊7 

 9.3 

/9.3 

/9.3 
 

STPT410＊7 16 

＊14 

T22-F004A,B 

～ 

非常用ガス処理系窒素パージライ

ン(A)合流部及び非常用ガス処理

系窒素パージライン(B)合流部 
 

25＊3 150 267.4＊4 9.3＊4 STPT410＊5 変更なし 17 

＊14 

非常用ガス処理系窒素パージライ

ン(A)合流部及び非常用ガス処理 

系窒素パージライン(B)合流部 

～ 

耐圧強化ベントライン合流部 

 

― 
＊15 

非常用ガス処理系窒素パージラ

イン(A)合流部及び非常用ガス処

理系窒素パージライン(B)合流部 

～ 

耐圧強化ベントライン合流部 

 

620＊6 171＊6 
46.0＊4  (5.75＊4) S25C 18 

46.0＊4  (9.4＊4) S25C 19 

25＊3 150 267.4＊4 9.3＊4 STPT410＊5 
変更なし 

620＊6 

変更なし 

171＊6 
変更なし 20 

― 620＊6 171＊6 

＊4, ＊7 

 267.4 

/267.4 

/267.4 
 

＊4, ＊7 

 9.3 

/9.3 

/9.3 
 

STPT410＊7 21 

＊4, ＊7, ＊8 

267.4 
 

9.3＊4, ＊7, ＊8 

＊7, ＊8 

STPT410 
 

22 

＊4, ＊7 

 318.5 

/267.4 
 

＊4, ＊7 

 10.3 

/ 9.3 
 

STPT410＊7 23 

＊14 

耐圧強化ベントライン合流部 

～ 

主排気筒 

 

― 

＊16 

耐圧強化ベントライン合流部 

～ 

主排気筒 

 

620＊6 171＊6 

＊4, ＊7 

 318.5 

/318.5 

/318.5 
 

＊4, ＊7 

 10.3 

/10.3 

/10.3 
 

STPT410＊7 24 

25＊3 150 318.5＊4 10.3＊4 STPT410＊5 
変更なし 

620＊6 

変更なし 

171＊6 
変更なし 25 

― 620＊6 171＊6 

＊4, ＊7, ＊8 

318.5 
 

＊4, ＊7, ＊8 

10.3 
 

＊7, ＊8 

STPT410 
 

26 

＊4, ＊7 

 318.5 

/― 

/318.5 
 

＊4, ＊7 

 10.3 

/― 

/10.3 
 

STPT410＊7 27 

＊9 

T31-F020 

～ 

非常用ガス処理系 

不活性ガス配管合流部 
 

14 100 267.4＊4 9.3＊4 STPT410 変更なし ― 

 注記＊1 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には放射線管理設備のうち換気設備に記載。 
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   ＊2 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「原子炉建屋原子炉区域から非常用ガス処理系乾燥装置まで」と記載。 

＊3 ：SI 単位に換算したものである。 

＊4 ：公称値を示す。 

＊5 ：記載の適正化を行う。既工事計画書には「STPT42」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊6 ：重大事故等時における使用時の値。 

＊7 ：本設備は既存の設備である。 

＊8 ：エルボを示す。 

＊9 ：既工事計画書に記載がないため記載の適正化を行う。記載内容は，設計図書による。 

＊10：記載の適正化を行う。既工事計画書には「SM41B」と記載。記載内容は，設計図書による。 

＊11：当該ラインについては，主配管に該当しないため記載の適正化を行う。 

＊12：記載の適正化を行う。既工事計画書には「角型 1300W×1700H」と記載。 

＊13：記載の適正化を行う。既工事計画書には「角型 1600W×1700H」と記載。 

＊14：記載の適正化を行う。既工事計画書には「非常用ガス処理系フィルタ装置から排気筒まで」と記載。 

＊15：圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（耐圧強化ベント系）と兼用。 

＊16：原子炉冷却系統施設のうち残留熱除去設備（耐圧強化ベント系）及び圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（耐圧強化ベント系）と 

   兼用。 

＊17：第 8-3-5-1-2-1～3図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）に係る主配管の配置を明

示した図面に記載の丸番号を示す。 

 

 

 



 1

第 8-3-5-1-2-1～3 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃

度制御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）に係る主

配管の配置を明示した図面 別紙 2 

工事計画記載の公称値の許容範囲 
［主配管］ 

管ＮＯ.5＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 46.0 
 mm 

   mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 5.75 
 mm 

 mm 
同上 

 

管ＮＯ.6＊ 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 46.0 
 mm 

   mm 
製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

厚さ 9.4 
 mm 

  mm 
同上 

 

管ＮＯ.8＊- 管継手 

主要寸法 

(mm) 
許容範囲 根 拠 

外径 318.5 
＋4.0mm 

－3.2mm 
ＪＩＳ Ｂ ２３１２による材料公差 

厚さ 10.3 
＋規定しない 

－12.5％ 
同上 

 

注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 

注記＊：管の基本板厚計算書のＮＯ.を示す。 
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第 8-3-5-1-4-1 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）の構造図 非

常用ガス処理系乾燥装置 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[非常用ガス処理系乾燥装置] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

外径 
1700   mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

1300   mm 同上 

厚さ 9.0 
＋0.65 mm 

 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３１９３による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及び

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 
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第 8-3-5-1-4-2 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）の構造図 非

常用ガス処理系排風機 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[非常用ガス処理系排風機] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

吸込内径 255   mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出内径 255   mm 同上 

たて 1167.5  mm 同上 

横 1990  mm 同上 

高さ 1650   mm 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 
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第 8-3-5-1-4-3 図 原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち放射性物質濃度制

御設備及び可燃性ガス濃度制御設備並びに格納容器再循環設備（非常用ガス処理系）の構造図 非

常用ガス処理系フィルタ装置 別紙 

 

工事計画記載の公称値の許容範囲 

[非常用ガス処理系フィルタ装置] 

主要寸法 

（mm） 
許容範囲 根  拠 

吸込内径 249.4  mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出内径 249.4  mm 同上 

厚 

さ 

吸込 9.0 
＋0.65 mm 

 mm 

【プラス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ３１９３による材料公差 

【マイナス側公差】 

ＪＩＳ Ｇ ４３０４による材料公差及び

製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

吐出 9.0 
＋0.65 mm 

 mm 
同上 

ケーシング 9.0 
＋0.65 mm 

 mm 
同上 

たて 1600   mm 製造能力，製造実績を考慮したメーカ基準 

横 8800  mm 同上 

高さ 1700   mm 同上 

 注：主要寸法は，工事計画記載の公称値 
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